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マンホール設置基準

マンホールはつぎの各項を考慮して定める。

　１．マンホールは、下水管きょの起点及び方向、こう配又は管径の変わる箇所、管きょの合流接続（取付け管を除く）

　　　する箇所、段差の生ずる箇所、並びに維持管理のうえで必要な箇所に設ける。

　２．マンホールは、下水管きょ直線部においても管径により、つぎの範囲内の間隔をもって設ける。

管　径(㎜) 600以下 1,000以下 1,500以下 1,500超え

最大延長(ｍ) 75 100 150 200

　　　但し推進工法及びシールド工法等による管きょなどの場合、現場の状況等に応じて、適宜、間隔を広げることが

　　　できる。

　３．下水管きょ階段接合する場合には、段差を生ずる箇所にかならずマンホールを設け、段差60㎝以上の場合は、副管

　　　付きマンホールとし、分流式雨水管の場合、副管を使用しないのを通例をとする。

　４．分流式雨水管のマンホールは泥溜め深30㎝を標準とする。

　５．マンホール蓋の据付け高さについては次表のとおりとする。

道 路 種 別 管理規格値

車道 0～-10㎜

歩道 0㎜
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塩ビ管・強化プラスチック複合管 ヒューム管

1 号マンホール 内径90㎝円形
管の起点及び600㎜以下の管の中間点並びに
内径500㎜以下の管の会合点。

管の起点及び500㎜以下の管の中間点並びに
内径400㎜以下の管の会合点。

2 号マンホール 内径120㎝円形
内径900㎜以下の管の中間点及び内径600㎜
以下の管の会合点。

内径800㎜以下の管の中間点及び内径500㎜
以下の管の会合点。

3 号マンホール 内径150㎝円形
内径1,200㎜以下の管の中間点及び内径800
㎜以下の管の会合点。

内径1,100㎜以下の管の中間点及び内径700
㎜以下の管の会合点。

4 号マンホール 内のり190×190㎝角型
内径1,500㎜以下の管の中間点及び内径900
㎜以下の管の会合点。

内径1,200㎜以下の管の中間点及び内径800
㎜以下の管の会合点。

5 号マンホール 内のり210×210㎝角型
内径1,800㎜以下の管の中間点及び内径
1,200㎜以下の管の会合点。

内径1,500㎜以下の管の中間点及び内径
1,100㎜以下の管の会合点。

6 号マンホール 内のり250×250㎝角型

楕円マンホール 内のり60×90㎝楕円

塩ビマンホール 内径30㎝円形

特殊マンホール 上記以外のもの

副管付マンホール 各種マンホールに準ずる

レジンマンホール 内径90㎝円形
腐食が予想される箇所(圧送管の吐口等)。
600㎜以下の管の中間点並びに内径450㎜以
下の管の会合点。

腐食が予想される箇所(圧送管の吐口等)。
500㎜以下の管の中間点並びに内径400㎜以
下の管の会合点。

他の埋設物等の関係等で1号マンホールが設置できない場合。

内径250mm以下の管の起点および屈曲点

上記以外の寸法で設置できない異形なマンホール。
(寸法記入)

管きょの段差が0.6ｍ以上となる場合。
（分流式下水道汚水、合流式下水道）

内径2,200㎜以下の管の中間点。

マ　ン　ホ　ー　ル　の　種　類

用　　　　途

呼　び　方 記　号 形 状 寸 法
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諸　材　料　数　量　表
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